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障害者権利条約障害者権利条約
障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し，障害者の固有の尊
厳の尊重を促進することを目的として2006年12月13日に国連総会に

おいて障害者権利条約採択され2008年5月3日に発効した。

障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し，障害者の固有の尊
厳の尊重を促進することを目的として2006年12月13日に国連総会に

おいて障害者権利条約採択され2008年5月3日に発効した。



障害者権利条約 第19条
• この条約の締約国は、全ての障害者が他の者と平等の選択の機会をもって地域社会で生活する平
等の権利を有することを認めるものとし、障害者が、この権利を完全に享受し、並びに地域社会に
完全に包容され、及び参加することを容易にするための効果的かつ適当な措置をとる。この措置に
は、次のことを確保することによるものを含む。

• (a) 障害者が、他の者との平等を基礎として、居住地を選択し、及びどこで誰と生活するかを選択
する機会を有すること並びに特定の生活施設で生活する義務を負わないこと。

• (b) 地域社会における生活及び地域社会への包容を支援し、並びに地域社会からの孤立及び隔
離を防止するために必要な在宅サービス、居住サービスその他の地域社会支援サービス（個別の
支援を含む。）を障害者が利用する機会を有すること。

• (c) 一般住民向けの地域社会サービス及び施設が、障害者にとって他の者との平等を基礎として
利用可能であり、かつ、障害者のニーズに対応していること。



障害者基本法第3条
• （地域社会における共生等）

• 第三条 第一条に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基
本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障
される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨として図られなければならな
い。

• 一 全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活
動に参加する機会が確保されること。

• 二 全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、
地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。

• 三 全て障害者は、可能な限り、言語（手話を含む。）その他の意思疎通のための手段に
ついての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段について
の選択の機会の拡大が図られること。



「ノーマライゼーション」理念の浸透
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身体障害者福祉法
（昭和24年制定）

知的障害者福祉法
（精神薄弱者福祉法

として昭和35年制定）

精神保健福祉法
（精神衛生法として

昭和25年制定） 難病等を
対象に

発達障害
を対象に
（H22・
12）



障害者総合支援法の目指すもの（目的規定）
• 個人としての尊厳にふさわしい日常生活や社会生活を営むこと

を支援する
• 障害者や障害児の福祉の増進とともに、障害の有無にかかわら

ず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのでき
る「地域社会づくり」を進める
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（目的）

第一条 この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法、知的障害者福祉

法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、児童福祉法その他障害者及び障害児の福祉に関

する法律と相まって、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日

常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援

事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の

有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に

寄与することを目的とする。

障害者総合支援法
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（基本理念）

第一条の二 障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障
害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるも
のであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、
相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児
が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けら
れることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の
機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者
及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制
度、慣行、観念その他の一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わ
れなければならない。
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３層構造による相談支援体制の整備

 地域において相談支援体制を整備していくに当たって、基幹相談支援センター、障害者相談支援事業、
個別給付による計画相談支援及び地域相談支援の各事業の役割を適切に整理することが必要。

 2016（平成28）年に行われた「相談支援の質の向上に向けた検討会」の議論では、３層構造による区
分が示された。

（１）基本相談支援を基盤とした計画相談支援
主に障害福祉サービスを利用する障害者が基本相談

支援を基盤としたケアマネジメントを提供することに

より適切な支援を利用できるように支援を行う。

（２）一般的な相談支援
第２層目には、障害福祉サービス利用につながらな

い個別の相談支援や計画相談支援の対象ではあるもの

の実際の障害福祉サービス利用につながるまでに多く

の時間を要する事例などに対する相談支援の役割であ

る。

（３）地域における相談支援体制の整備や社会資
源の開発など

第３層目には、第１層目や第２層目の個別の相談支

援事業では解決できない個別の事例から明らかになる

社会資源不足や支援者の専門性の不足などの地域課題

解決のために主体的に取り組んだり、第１層目の計画

相談支援事業者に配置される相談支援専門員に対して

地域としての人材育成に取り組む役割などが位置づけ

られる。
2021/1/18 11



大津市の相談支援体制
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＜第１層＞

＜第２層＞

＜第３層＞

主な担い手⇒基幹相談支援センター、地域（自立支援）協議会

a. 基本相談支援を基盤とした計画
相談支援

b. 一般的な相談支援

c. 地域における相談支援体制の
整備や社会資源の開発など

 総合的・専門的な相談の実施
 地域の相談支援体制強化の取組
 地域の相談事業者への専門的な指導助言、人材育成
 地域の相談機関との連携強化
 地域移行・地域定着の促進の取組
 権利擁護・虐待の防止

 福祉サービスの利用援助（情報提供、相談等）

 社会資源を活用するための支援（各種支援施策
に関する助言・指導）

 社会生活力を高めるための支援
 ピアカウンセリング
 権利擁護のために必要な援助
 専門機関の紹介

主な担い手⇒市町村相談支援事業

基本相談支援
計画相談支援等
・サービス利用支援 ・継続サービス利用支援

主な担い手⇒指定特定相談支援事業

生活支援センターが自立支援協議会の事務
局を委託。虐待に関して虐待防止センターで

対応

大津市から委託を受けた相談支援事業
所が市内に17か所整備。

大津市内に指定特定相談支援18か所
障害児相談支援17か所



障害福祉サービス利用の流れ
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（計画相
談の場
合）



障害者総合支援法における「障害支援区分」の概要障害者総合支援法における「障害支援区分」の概要

非該当非該当 区分１区分１ 区分２区分２ 区分３区分３ 区分４区分４ 区分５区分５ 区分６区分６

必要とされる支援の度合い（低い） （高い）

○ 障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すもの。

① 障害支援区分の定義（法第４条第４項）① 障害支援区分の定義（法第４条第４項）

○ 市町村は、障害者等から介護給付費等の支給に係る申請を受理した場合、以下の手続きによる「障害支援区分の認定」を行う。

② 障害支援区分の認定手続き② 障害支援区分の認定手続き

市
町
村
へ
の
申
請

二
次
判
定

（
市
町
村
審
査
会
）

二
次
判
定

（
市
町
村
審
査
会
）

市
町
村
に
よ
る
認
定

（
申
請
者
へ
の
通
知
）

一
次
判
定

（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
判
定
）

一
次
判
定

（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
判
定
）

認定調査員による
訪問調査の結果

（認定調査の結果）

主治医の意見書
（医師意見書）

認定調査員による
特記事項

主治医の意見書
（医師意見書）

③ 市町村審査会による二次判定結果（平成27年10月～平成28年９月）③ 市町村審査会による二次判定結果（平成27年10月～平成28年９月）

非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 合計

71件 6,163件 46,914件 53,224件 46,478件 37,538件 59,479件 249,867件
0.0% 2.5% 18.8% 21.3% 18.6% 15.0% 23.8% 100.0%
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障害支援区分の認定調査項目（80項目）

１．移動や動作等に関連する項目（12項目）

１－１ 寝返り １－２ 起き上がり １－３ 座位保持 １－４ 移乗

１－５ 立ち上がり １－６ 両足での立位保持 １－７ 片足での立位保持 １－８ 歩行

１－９ 移動 １－10 衣服の着脱 １－11 じょくそう １－12 えん下

２．身の回りの世話や日常生活等に関連する項目（16項目）

２－１ 食事 ２－２ 口腔清潔 ２－３ 入浴 ２－４ 排尿

２－５ 排便 ２－６ 健康・栄養管理 ２－７ 薬の管理 ２－８ 金銭の管理

２－９ 電話等の利用 ２－10 日常の意思決定 ２－11 危険の認識 ２－12 調理

２－13 掃除 ２－14 洗濯 ２－15 買い物 ２－16 交通手段の利用

３．意思疎通等に関連する項目（６項目）

３－１ 視力 ３－２ 聴力 ３－３ コミュニケーション ３－４ 説明の理解

３－５ 読み書き ３－６ 感覚過敏・感覚鈍麻 － －

４．行動障害に関連する項目（34項目）

４－１ 被害的・拒否的 ４－２ 作話 ４－３ 感情が不安定 ４－４ 昼夜逆転 ４－５ 暴言暴行

４－６ 同じ話をする ４－７ 大声・奇声を出す ４－８ 支援の拒否 ４－９ 徘徊 ４－10 落ち着きがない

４－11 外出して戻れない ４－12 １人で出たがる ４－13 収集癖 ４－14 物や衣類を壊す ４－15 不潔行為

４－16 異食行動 ４－17 ひどい物忘れ ４－18 こだわり ４－19 多動・行動停止 ４－20 不安定な行動

４－21 自らを傷つける行為 ４－22 他人を傷つける行為 ４－23 不適切な行為 ４－24 突発的な行動 ４－25 過食・反すう等

４－26 そう鬱状態 ４－27 反復的行動 ４－28 対人面の不安緊張 ４－29 意欲が乏しい ４－30 話がまとまらない

４－31 集中力が続かない ４－32 自己の過大評価 ４－33 集団への不適応 ４－34 多飲水・過飲水 －

５．特別な医療に関連する項目（12項目）

５－１ 点滴の管理 ５－２ 中心静脈栄養 ５－３ 透析 ５－４ ストーマの処置

５－５ 酸素療法 ５－６ レスピレーター ５－７ 気管切開の処置 ５－８ 疼痛の看護

５－９ 経管栄養 ５－10 モニター測定 ５－11 じょくそうの処置 ５－12 カテーテル 15
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障害福祉サービス利用の流れ

利用の相
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定
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計画の作
成

（セルププ
ラン・相談
員作成）

支給決定
事業所探

し

サービス
提供事業
所と契約

利用開始

モニタリン
グ

（計画相
談の場
合）



サービス等
利用計画

• 障害者総合支援法に
基づく障害福祉サー
ビスを利用する際に
作成する必要があり
ます。

• 利用者自身の生活全
般にわたるニーズ、そ
れに対しての支援目
標、具体的支援等を
整理したものです。



障害福祉サービス利用の流れ

利用の相
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祉課・相
談支援事
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支給決定
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し

サービス
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所と契約
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グ

（計画相
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受給者証の発行



障害福祉サービス利用の流れ

利用の相
談

（障害福
祉課・相
談支援事
業所）

認定調査
と区分決

定
（18歳以
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計画の作
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（セルププ
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員作成）
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し

サービス
提供事業
所と契約

利用開始

モニタリン
グ

（計画相
談の場
合）
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障害者総合支援法に基づくヘルパー利用
身体介護 自宅でご本人の入浴、トイレ、食事、更衣、見守り等 日常生活における身体面の介

助をします。

家事援助 自宅でご本人の料理や洗濯、掃除等 自宅での家事のお手伝いをします。

通院等介助 ご本人の通院等の付き添いのお手伝いをします。

行動援護 知的や精神に重い障害があり、見守りが必要な人に対して安心して日常生活や外出が

できるように支援します。

重度訪問介護 身体に重い障害がある人の日常生活や外出の支援を総合的に支援します。

同行援護 視覚障害等の人の外出に同行し、移動に必要な情報の提供や、必要な援助を行います。

移動支援 ご本人の余暇活動や外出、買い物等で外出したい時の付き添いを支援します。
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身体介護
• 居宅内での入浴、排泄、食事、更衣、見守り等、日常生活にお

ける身体面の介助をします。
• 1回あたりの利用時間の上限は基本3時間です。
• 利用者の自立につなげるために、安全を確保しつつ常時介助出

来る状態でヘルパーが利用者と共に調理、掃除、洗濯等の家事
を行う支援については「身体介護」（家事の共同実践）で支給
決定が可能です。ただし、事前に障害福祉課に相談してくださ
い。
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家事援助
・日常生活を営む上で必要な行為を、利用者本人に代わって
ヘルパーが行います。利用者が単身のため、又は家族等の介
護者に障害や疾病があるため、利用者本人や家族等の介護者
が家事を行うことが困難な場合に支援するサービスです。
（日常生活に含む）
調理、洗濯、掃除、買い物、衣類の整理・補修、ベッドメイク、薬の受け取り
育児支援（育児中の親が障害を理由に通常の育児ができない場合）等
（日常生活に含まない）
来客対応、洗車、利用者本人以外のための調理・洗濯、利用者本人が使用しな
い部屋の掃除、部屋の模様替え、特別な調理（正月やクリスマスなど特別な手
間を掛けて行うもの）庭の手入れ、ペットの世話等
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通院等介助 ①
・居宅から、病院へ通院するため、官公署や相談事業所へ公的手続
や障害福祉サービス利用について相談するための移動介助を行いま
す。具体的には以下の通り。
①病院等への通院…医療機関に通院の介助
②官公署等での手続き…公的手続及び相談のため、官公署（国、都道府県、市
町村の機関や外国公館（外国の大使館、公使館、領事館その他準ずる施設））、
指定相談支援事業所を訪れる場合の送迎の介助（選挙の投票を含む。）
③障害福祉サービス事業所の見学…相談の結果、見学のため、紹介された指定
障害福祉サービス事業所を訪れる場合の送迎の介助
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通院等介助 ②
（身体介護を伴わない場合）
【対象者】障害者、障害児（小学生以上）、難病等の患者（小学生以上の児童含む）
【支援区分】区分1以上（児童はこれに相当する支援の度合）
（身体介護を伴う場合）
【対象者】障害者、障害児（小学生以上）、難病等の患者（小学生以上の児童含む）
【支援区分】区分2以上（児童はこれに相当する支援の度合）
【他の要件】
障害支援認定調査において、次に掲げる項目のいずれかの状態に1つ以上認定されて
いること
歩行：「全面的な支援が必要」
移乗：「見守り等の支援が必要」「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」
移動：「見守り等の支援が必要」「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」
排尿：「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」
排便：「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」
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介護保険対象者の利用に関して
• 65歳以前から利用しており、65歳到達時に要介護認定が非該当

になった方は利用することが可能です。また、介護保険におけ
る居宅介護等サービスの支給量・内容では在宅支援が十分に確
保されない場合、一定の条件を満たせば、身体介護を上乗せし
て受給できます。
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重度訪問介護の対象者
• 【支援区分】区分4以上（病院等に入院又は入所している障害者への

意思疎通支援の場合は区分6、かつ入院又は入所前から重度訪問介護
を利用していること）

• 【他の要件】
• （身体障害者・難病等の患者の場合）
• ・二肢以上に麻痺があること
• ・障害支援区分認定調査において、「歩行」「移乗」「排尿」「排

便」のいずれもが「支援不要」以外と認定されていること
• （知的障害者・精神障害者の場合）
• ・障害支援区分認定調査による行動関連項目（12項目）の合計が10

点以上であること



介護保険対象者の利用に関して
• 介護保険における居宅介護等サービスの支給量・内容では在宅

支援が十分に確保されない場合、一定の条件を満たせば、重度
訪問介護を上乗せして受給できる仕組みとなっています。
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移動支援
社会的不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出時、日
常生活の買い物等で利用できます。ただし、経済活動や通学、通所
等の通年にわたる定例的な外出は対象としません。
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介護保険対象者の利用に関して
• ・療育手帳、精神保健福祉手帳を持っている方。
• ・両上肢、両下肢のいずれも障害があり、身体障害者手帳1級

で介護保険給付の対象となる前から利用していた方。
• ・上肢及び下肢のいずれにも障害があって、下肢又は体幹が1

級から3級で介護保険給付の対象となる前から移動支援を利用
していた方。
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移動支援 個別支援
• 移動支援には３つのメニューがあります。利用する場合は大津

市の障害福祉課に移動支援の申請書を提出します。
• （1）個別支援 （原則 30 時間 ／月まで。）
• 利用料金は、課税世帯は報酬単価の1割です。(1時間利用して

410円の利用料となります。) なお、非課税世帯及び生活保護
世帯の利用料は無料です。
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移動支援 グループ支援
• （2）グループ支援（ 5 回 ／月まで）
• 屋外でのグループワーク、同一目的地、同一イベントへの同時

参加の際に、複数名の障害者（児）に対して、その数を下回る
人数のヘルパーにより提供される支援です。
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移動支援 車両送迎支援
• （3） 車両移送型支援 （原則 5 時間 ／月まで）
• 公共交通機関を利用して外出することが困難な障害者（児）に対し

て、 道路運送法に基づく許可を取得している事業所が、車両によ
り送迎等を行う支援です。乗車等介助、目的までの移送支援、降車
等介助を支援します。ショートステイの送迎等で利用します。

• 利用料金は報酬単価の1割です。(1時間利用して260円（目的地で
ヘルパーによる余暇や活動の支援を受ける場合は、190円）＋事業
所が設定するガソリン代等の利用料となります。)
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同行援護の対象者
• 同行援護アセスメントにおいて、次の２項目のいずれの状態に

も該当すること
• 移動障害に係る点数が１点以上
• 視力障害、視野障害、夜盲に係る点数のいずれかが１点以上
• 障害支援区分の認定を必要としないものとする。
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行動援護対象者
• 次の二項目に該当する方が利用できます。
• 障害支援区分が区分３以上
• 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等（12項目）の合

計点数が10点以上（障害児にあってはこれに相当する支援の度合）
ある者

• 行動関連項目等：コミュニケーション、説明の理解、大声・奇声を
出す、異食行動、多動・行動停止、不安定な行動、自らを傷つける
行為、他人を傷つける行為、不適切な行為、突発的な行動、過食・
反すう等、てんかん発作の頻度（これのみ医師意見書による）

→それぞれ程度に応じて０・１・２の３段階で点数化する







事業名 内 容 ・ 位置づけ

訓
練
等
給
付

就労移行支援

就労を希望する６５歳未満の障害者で、通常の事業所に雇用されることが可能と
見込まれる者に対して、①生産活動、職場体験等の活動の機会の提供その他の
就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、②求職活動に関する支
援、③その適性に応じた職場の開拓、④就職後における職場への定着のために
必要な相談等の支援を行う。（利用期間：２年）

就労継続支援Ａ型

通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能であ

る者に対して、雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会

の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の支
援を行う。

就労継続支援Ｂ型

通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難であ

る者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必
要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う。

介
護
給
付

生活介護

入浴、排泄、食事棟の介護、創作的活動、生産活動の機会の提供等を通じた身
体機能または生産能力の向上

地
域
生
活

支
援
事
業

地域活動支援センター

創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の厚生
労働省令で定める便宜を供与

○福祉サービスのもとでの通所支援



就労継続支援Ｂ型事業所に関して
・仕事内容は清掃作業、農作業、木工、食品製造、箱折り、工場下請け、販売等、
事業所によって特徴があります。
・事業所での行事等があるところが多いです。
・食事はお弁当を職場で購入または各自持参するところが多いです。
・就労支援事業所は自主通所のところが多いですが、最寄り駅まで等の事業所送
迎をしているところもあります。
・通所時間は９時代から１６時代のところが多いです。開所日は平日基本で土曜
日も月数回開所しているところがあります。
・B型の工賃は滋賀県で平均工賃１.8円万台です
・本人のニーズに応じて複数の事業所を利用することも可能です。
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生活介護事業所に関して
・介護や常時の見守りなど、一定の支援が必要な障害者に日中活動を提供する施設です。
・生活介護は障害支援区分3以上（５０歳以上の場合は 障害支援区分２以上）の方が対象
となります。
・サービス内容は、食事や排泄などの介護や日常生活の支援、軽作業などの生産活動や創
作的活動などを行います。また、外出や行事等もあります。入浴支援に関しては実施して
いる事業所としていない事業所とあります。
・開所日は基本平日で土曜日も月数回開所しているところもあります。
・食事は給食の提供のところとお弁当を購入して二次調理をするところとあります。
・生活介護は送迎支援を行っています。個別送迎とバス送迎とあります。生活介護の通所
時間は９時代から１６時代のところが多く、１０時までに自宅迎え、１７時くらいまでに
自宅送りする事業所が多いです。
・利用料は非課税世帯の場合は０円となりますが、食費等の実費がかかります。
・本人のニーズに応じて複数の事業所を利用することも可能です。
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グループホームと施設入所支援
施設入所支援 グループホーム

定員 最低定員30名 最低定員4名。4～7名程度が多い。最近

は20名程度の大規模なところもあり

利用条件 支援区分4以上 障害支援区分の条件なし

費用 家賃はなく、障害基礎年金の範囲内で賄え
る

家賃があり、費用は様々

行政の支給で家賃の補足給付がある

日中 施設の敷地内にある生活介護等を利用す
ることが多い

敷地外にある作業所や生活介護を利用

外部サービス利用 在宅サービスの利用は原則できません。 外出のために移動支援や通院等介助や

行動援護が利用できます。また、ホーム内
での訪問看護が利用できます。

特徴 生活介護などの日中活動と併せて夜間等

におけるサービスを提供することで、障害
のある方の日常生活を一体的に支援する。

主に夜間等の日常生活支援を実施し、日

中はどこかしらの事業所（生活介護や就
労等）に通所する。





グループホームの利用料金（例）
利用者が支払う額 留意事項

障害福祉サービス利用料 0円 本人が非課税の場合

家賃 30000円
（家賃40000円）

補足給付費として家賃補助が最大1万円出た場合。

光熱費 10000円

食費 21000円 朝食代200円と夕食代500円

日用品費 4000円 共用の日用品費

合計 65000円

・ホームの入居にあたり、各自が部屋で利用する布団やテレビ等の購入費
用がかかります。
・年金や作業所の工賃だけで費用の捻出が難しい場合で本人が貯蓄がない
場合は生活保護を申請する場合もあります。
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介護保険サービス併用利用者の障害福祉
サービス利用の計画作成について
• 介護保険制度のサービスを利用する場合は、居宅サービス計画又は

介護予防サービス計画（以下「居宅サービス計画等」という。）の
作成対象となるため、介護保険制度併用者の場合、まずはケアマネ
等にケアプランに記載できないか確認を行います。無理な場合は、
相談支援専門員又は障害福祉課からケアプラン等への障害福祉サー
ビスの記載方法についてケアマネ等にアドバイスを行います。

• ただし、下記にあげる障害福祉サービス固有のものと認められる
サービスの利用を希望する場合や大津市が必要と認める場合に限り、
計画相談支援の対象とします。

• ※障害福祉サービス固有のものと認められるサービス⇒行動援護、
同行援護、就労継続支援



障害福祉サービスと
介護保険サービスの違い



総合支援法と介護保険法の違い ①
介護保険は社会保険方式を採用しており、50％を保険料で賄っているが、
障害者福祉は全額を税で賄う社会扶助方式（税方式）を採用している。
①介護保険法
• 第一条抜粋 「この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因す

る疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機
能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等につい
て、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと
ができるよう…」

②障害者総合支援法
・第一条抜粋 障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての
尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう…」



総合支援法と介護保険法
主な用語の出現頻度

尊厳 自立 人権 権利 立場 課題 分析 総合的 効率的 効果的

総
合
支
援
法

１ 276 2 5 2 1 2 28 3 0

介
護
保
険
法

1 26 0 12 0 14 19 16 35 9



障害福祉と介護保険の違い②
障害者総合支援法 介護保険法

対象者 ・身体障害者、知的障害者、精神障害
者（発達障害者を含む）、難病等
・18歳以上の方で介護給付といわれる
下記のサービスを利用するには障害支
援区分がでていることが必要。

・65歳以上の人（第１号被保険者）
→日常生活に支援が必要な状態（要支援
状態）になった場合。
・40歳～64歳までの人（第２号被保険
者）

介護の必要度の指標 障害支援区分（非該当、区分１～６） 要介護度（要支援１・２、要介護１～5）

サービス支給限度 ・支給決定基準は介護給付費等及び地
域生活支援事業等、児童福祉法の障害
児通所支援給付の支給決定又は利用決
定等を公平かつ適正に行うために、支
給又は利用の要否や、支給量の決定に
ついて定めたものです。ただし、支給
決定基準は、あくまでも支給決定等を
公平かつ適正に行うために定めるもの
であり、支給量等の上限を定めるもの
ではありません。

・要介護状態区分別に支給限度額が設定。
支給限度額を超えてサービスを利用する
と全額自費となります。



＜障害者＞

区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６

104 ,000 165 ,800 194 ,800 267 ,500 306 ,000 358 ,300

- 126,000 156,000 180,000 204,000 244,000

- - 292,200 401,250 459,000 537,450

- - - - - 806,100

- - 389,600 535,000 612,000 716,600

通院加算 20,000 20,000 - - - -

グループホーム加算 35,000 - - - - -

帰宅支援加算 - 20,000 - - - -

104,000 165,800 194,800 267,500 306,000 358,300

障害程度区分

一般

外部サービス利用型

行動援護・重症心身障害

包括支援

重度訪問介護

加算項目

（上記金額

に上乗せ）

（参考基準）介護保険

区分/基準額 加算名/加算額
区分1 通院加算/20,000
104,000 グループホーム加算/35,000

区分2 通院加算/20,000
165,800 帰宅加算/20,000
区分3
194,800
区分4
267,500
区分5
306,000
区分6
358,300

グループホームに入居している者。
定期的通院が必要な者。(通院介助利用者)
グループホームに入居していて、帰宅時に支援が必要な者。

加算対象者
定期的通院が必要な者。(通院介助利用者)



サービス体系 算定単位

身体介護 （時間） 400

家事援助 （時間） 150

乗降介助（回） 100

通院介助 （時間）
身体介護あり 400

身体介護なし 150

重度訪問介護 （時間） 200

行動援護 （時間） 400

通所法定施設（月単位） 8500

通所法定施設（週2日以下利用の方） 3500

グループホーム/宿泊型生活訓練（区分1以下の方） 3500

グループホーム/施設入所支援（区分2以上の方） 8000

短期入所/グループホーム宿泊体験(日数) 500

自立生活援助・就労定着支援（月単位） 500

放課後等デイサービス(日数) 600





障害福祉と介護保険の違い③
障害者総合支援法 介護保険法

サービスの決定 ・相談支援専門員と相談して作成した
サービス等利用計画に基づき、行政が
サービスの種類・支給量を決定します

・ケアマネージャーと相談して作成したケ
アプランに基づき、サービスを利用。

主なサービス内容 １．介護給付：身体介護、短期入所、生
活介護、療養介護、施設入所支援等
２．訓練等給付：生活訓練、共同生活援
助等
３．地域生活支援事業：移動支援、日中
一時支援
４．相談支援（サービス等利用計画作
成）

１．居宅サービス：訪問介護、訪問入浴、
訪問看護、通所介護、デイケア、短期入所
等
２．地域密着型サービス：小規模多機能型
居宅介護、認知症対応型共同生活介護等
３．施設サービス：別養護老人ホーム（特
老）、介護老人保健施設（老健）等
４．居宅介護支援（ケアプラン作成）

利用者負担 原則1割負担
（世帯の課税状況に基づき、事前に負担
上限月額を決定）

利用者負担は、介護サービスにかかった費
用の１割（一定以上所得者の場合は２割ま
たは３割）です。



利用者負担に関して （成人）
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市民税課税世帯 一般２(所得割 16 万円以上) 37,200 円

一般１(所得割 16 万円未満)(注 1) 9,300 円

市民税非課税世帯

(注２)

低所得２(年収 80 万円超) 0 円

低所得１(年収 80 万円以下) 0 円

生活保護世帯 0 円

（注１）収入が概ね６００万円以下の世帯が対象になります。
（注２）３人世帯で障害者基礎年金１級受給の場合、収入が概ね３００万円以下の
世帯が対象となります。
（注３）入所施設利用者（２０歳以上）、グループホーム利用者は、市町村民税課
税世帯の場合、「一般２」となります。また、２０歳未満の入所施設利用者は、所
得割28万円以上が「一般２」、所得割28万円未満が「一般１」となります。
障害者の場合は、障害者と配偶者の世帯で、障害福祉サービスの負担額（補装具、
介護保険も併せて利用している場合は、それぞれの負担額も含む。）の合算額が基
準額を超える場合は、高額障害福祉サービス等給付費が支給されます（償還払い）。





利用者負担に関する配慮措置
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介護保険事業所

○ 障害福祉サ―ビスに相当するサービスが介護保険法にある場合は、介護保険サービスの利用が優先されることになっている。

高齢障害者が介護保険サービスを利用する場合、障害福祉制度と介護保険制度の利用者負担上限が異なるために利用者負

担（１割）が新たに生じることや、これまで利用していた障害福祉サービス事業所とは別の介護保険事業所を利用することになる場

合があることといった課題が指摘されている。

○ このため、65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用していた一定の高齢障害者に対し、介護保険サービ
スの利用者負担が軽減されるよう障害福祉制度により利用者負担を軽減（償還）する仕組みを設け、障害福祉サービス事業所が
介護保険事業所になりやすくする等の見直しを行い、介護保険サービスの円滑な利用を促進する。

○ 一定の高齢障害者に対し、一般高齢者との公平
性を踏まえ、介護保険サービスの利用者負担を軽
減（償還）できる仕組みを設ける。

【対象者】
・ 65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉
サービスを受けていた障害者

・ 障害福祉サービスに相当する介護保険サービス
を利用する場合

・ 障害支援区分2以上
・ 低所得者

※ この他、障害福祉サービス事業所が介護保険
事業所になりやすくする等の見直しを行い、介
護保険サービスの円滑な利用を促進する。

高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用

障害福祉サービス事業所

障害福祉サービス事業所

かつ

介護保険事業所

［利用者負担］
ゼロ（低所得者）

［利用者負担］
１割

介護保険事業所にな
りやすくする等の仕
組み

一定の高齢障害者に対し
利用者負担を軽減（償還）

具体的内容具体的内容 65歳未満

［利用者負担］
１割

65歳以上 ※介護保険が優先

介護保険サービスの
円滑な利用を促進

63平成30年度障害者総合福祉推進事業に基づく新カリキュラムによる相談支援従事者養成研修(現任研修) を令和元年度版に改訂したもの



介護保険サービス利用者自己負担減免の
対象者について
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① ６５歳に達する日前５年間にわたり、引き続き介護保険相当障害福祉サービスの支給決定を受けて
いたこと

② ６５歳に達する日の前日の属する年度分の市町村民税が非課税であったこと、または生活保護世帯
であったこと

③ ６５歳に達する日の前日において障害支援区分が区分２以上であること

④ ６５歳に達するまでの介護保険法による保険給付を受けていないこと

介護保険相当 障害福祉サービス 障害福祉サービス相当 介護保険サービス

居宅介護・重度訪問介護・生活介護・短期入所
訪問介護・通所介護・短期入所生活介護
地域密着型通所介護・小規模多機能型居宅介護（介護予
防サービス及び地域密着型介護予防サービスは含まれま
せん）



相談支援専門員とは
• 障害者の地域での生活の拡充が進められる中、1990年代入所施設

に地域支援を行うコーディネーターが配置されたことをきっかけ
に障害者の相談支援事業が立ち上がりました。

• 2003年に支援費制度が導入され、措置から契約に障害福祉サービ
スが変わり、ケアマネジメントの提供の必要性が確認されました。

• 2006 年に施行された障害者自立支援法では、「相談支援」が法
律上に定義を持った言葉として位置付けられ、相談支援事業所に
相談支援専門員を配置することとなりました。



相談支援専門員と介護支援専門員の違い
相談支援専門員 介護支援専門員（ケアマネージャー）

資格要件 障害福祉等の現場で実務経験を有し、
相談支援従事者初任者研修」を修了す
ることで、登録をすることができます。

実務の経験を有し、介護支援専門員実
務研修受講試験に合格し、かつ、介護
支援専門員実務研修の課程を修了する
ことで、登録をすることができます。

作成する計画の名称 サービス等利用計画 ケアプラン
事業範囲 指定特定相談支援事業と障害児相談支

援事業とあり、障害者総合支援法に基
づくサービスの計画を作成する場合は
指定特定相談支援、児童福祉法に基づ
くサービ酢の計画を作成する場合は障
害児相談となります。

居宅ケアマネと施設ケアマネとあり、
居宅ケアマネは「居宅介護支援事業
所」が職場。在宅で介護サービスを受
けている方が対象。施設ケアマネの場
合は特定の施設に勤務し、その施設内
の利用者のケアプラン作成を行ないま
す。

担当者数 サービスの質の標準化を図る観点から、
1人の相談支援専門員が担当する一月
の標準担当件数（35件）を設定。
標準件数を一定程度超過（40件以上）
する場合の基本報酬の逓減制を導入。

居宅では利用者３５名に1名の介護支援
専門員を配置
施設では利用者100名に1名の介護支援
専門員を配置
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相談支援専門員と介護支援専門員の違い
相談支援専門員 介護支援専門員

モニタリング 利用者の状況や利用しているサービスに
よって、毎月、3月に1回、6月に1回等変
わります。

要介護の利用者に対しては最低月1回の
モニタリング訪問が義務づけられていま
す。

給付管理 給付管理はありません 利用者が介護保険サービスを利用すると、
サービス提供事業者は介護給付費を請求
することとなります。その審査の際に
「給付管理票」が必要となり、毎月ケア
マネジャー作成します。

報酬額 ＊指定特定相談支援の場合
サービス等利用計画作成 1,462単位
モニタリング 1,221単位
(特定事業所加算あり)

要介護1～2の場合 1,042単位
要介護3以上の場合 1,353単位

(特定事業所加算あり)
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障害者基本法の理念の実現
• 第一条に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、

基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい
生活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨として
図られなければならない。

• 一 全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆ
る分野の活動に参加する機会が確保されること。

• 二 全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会
が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。

• 三 全て障害者は、可能な限り、言語（手話を含む。）その他の意思疎通のた
めの手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のた
めの手段についての選択の機会の拡大が図られること。

• （障害者基本法第3条）


